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●群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

●ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

パートタイム・有期雇用労働法キャラクター
「パゆう」ちゃん ぐんまver.

① 中小企業退職金共済制度

群馬労働局の取組 トピックス（令和7年1月22日配信）



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバーは
HPを見てね！

② 特別休暇導入促進

これまで国は、豊かでゆとりある勤労者生活を実現するため、労働時間の短縮を重
点として取組をすすめていましたが、経済社会を持続可能なものとしていくために
は､その担い手である働く方々が､心身の健康を保持できることはもとより、職業生活
の各段階において､家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要とされてい
る時間と労働時間等を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を
十分発揮できる環境を整備していくことが必要です。

このように、働く方々が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るために
は、原則として働く方々がその取得時季を自由に設定できる年次有給休暇の取得が必
要不可欠です。経営者が主体的に、取得の呼びかけなど年次有給休暇を取得しやすい
雰囲気づくりや計画的付与制度の活用など年次有給休暇の取得に向けた職場づくりを
行うことが大切です。
なお、特別な休暇制度（特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度）とは、休

暇の目的や取得形態を労使による話し合いにおいて任意で設定できる法定外休暇を指
します。

上記２次元コードから、
働き方・休み方改善ポータルサイトへ


